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二
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平

殿

衆
議
院
議
員
前
原
誠
司
君
提
出
路
木
ダ
ム
建
設
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
前
原
誠
司
君
提
出
路
木
ダ
ム
建
設
事
業
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
路
木
地
区
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
熊
本
県
に
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
熊
本
県
が

策
定
し
た
路
木
川
河
川
整
備
計
画
（
以
下
「
河
川
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
等
に
お
け
る
昭
和
五
十
七
年
七
月
、
昭
和
六
十

年
七
月
及
び
昭
和
六
十
一
年
七
月
の
水
害
に
よ
る
家
屋
の
浸
水
被
害
に
関
す
る
記
述
は
、
旧
河
浦
町
か
ら
の
聞
き
取
り
調
査

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
河
川
整
備
計
画
等
は
、
災
害
の
発
生
を
防
止
す
べ
き
地
域
の

状
況
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
策
定
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
路
木
ダ
ム
に
係
る
河
川
整
備
事
業
の
平
成
二
十
一
年
度
の
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
具
体
的
な
交
付

の
申
請
を
踏
ま
え
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
に
基

づ
き
、
適
切
に
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
洪
水
時
に
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
の
設
定
の
方
法
に
つ
い
て
、
「
治
水
経
済
調
査
マ
ニ
ュ

ア
ル
（
案
）
」
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
付
け
国
河
計
調
第
二
号
国
土
交
通
省
河
川
局
河
川
計
画
課
長
通
知
）
に
お
い
て
示

一



し
て
お
り
、
熊
本
県
が
平
成
二
十
年
度
熊
本
県
公
共
事
業
再
評
価
監
視
委
員
会
で
示
し
た
二
級
河
川
路
木
川
水
系
路
木
川
に

は
ん

係
る
想
定
氾
濫
区
域
に
つ
い
て
も
、
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
及
び
二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

百
四
十
五
条
の
七
第
一
項
に
基
づ
く
河
川
整
備
計
画
の
変
更
の
指
示
等
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

天
草
市
か
ら
厚
生
労
働
省
に
提
出
さ
れ
た
「
水
道
水
源
開
発
等
施
設
整
備
事
業
再
評
価
概
要
」
及
び
「
一
町
田
地
区
簡
易

水
道
再
編
推
進
事
業
評
価
概
要
」
に
お
い
て
は
、
代
替
案
立
案
等
の
可
能
性
が
見
込
め
な
い
こ
と
及
び
第
三
者
の
評
価
の
結

果
と
し
て
事
業
の
継
続
は
妥
当
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
具
体
的
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
特
段
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な

い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
事
業
計
画
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
天
草
市
に
よ
る
水
需
要
予
測
に

つ
い
て
は
、
天
草
市
か
ら
厚
生
労
働
省
に
提
出
さ
れ
た
「
水
道
水
源
開
発
等
施
設
整
備
事
業
再
評
価
概
要
」
に
お
い
て
、
天

二



草
市
水
道
事
業
の
牛
深
地
区
に
お
け
る
将
来
の
水
需
要
予
測
が
人
口
及
び
給
水
量
等
に
関
す
る
過
去
の
実
績
に
基
づ
い
て
推

計
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
第
三
者
の
評
価
結
果
と
し
て
事
業
の
継
続
は
妥
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ

て
お
り
、
特
段
問
題
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。

三


